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みのりの知恵

みのり日誌

日々のお悩み相談

日々のあれこれ

みのりニュース
今月のトピックス

２０２０年度

１みのりニュース

“1000 万円以下が 33%”
　近ごろは冬の訪れを感じさせる気温となりました。温
かい食べ物が恋しくなりましたね。
　新型肺炎の感染の拡大で死が身近となり、これまでよ
り沢山の終活に関するご相談をいただくようになりまし
た。その中で皆さんから度々聞くのが、わたしの家はそ
んなに財産がないからトラブルにはならないでしょうと
いうお話しです。
　けれども実は統計をみますとそうとも言っていられな
いのです。２０１８年のデータによりますと、トラブル
のあったケースの中で遺産総額が１０００万円以下の場
合がなんと３３%も占めているのです。さらに１０００
万円から５０００万円の割合も合わせて見ると、これら
は全体の約７５%にものぼります。
　こうしてみますと相続のトラブルが発生するケースは
決して多額の財産が残っている場合に限らないことがわ
かりますよね。
　また相続トラブルが発生したケースが全体では１５７
０６件でしたが、１０年前に比べると約２２%の増加が
みられます。ということは小額でも相続の紛争がだんだ
ん増えてきているわけですね。
　こうしたトラブルを防ぐには事前の対策が有効です。
ぜひ自分の遺産は小額だからと油断なさらず、何か疑問
に思われたことはいつでもご相談ください。わたしたち
みのりサポートが力になります。


